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京都市の下水道事業は昭和5年（1930年）に失
業応急事業として着手したのが始まりである。この
事業は，昭和9年（1934年）まで継続され，この間に
749haの区域に管きょを整備するとともに，昭和9年
（1934年）4月に京都市最初の処理場として吉祥
院処理場（処理能力7,800m3/日）が稼動した。
昭和10年（1935年）からは，都市計画事業の10
箇年継続事業として工事を進め，昭和14年（1939
年）4月には，鳥羽処理場（処理能力78,000m3/日）
が稼動した。この事業は昭和18年（1943年）まで継
続し，市の中心部1,342haに管きょを整備したが，戦
争の激化によりやむなく中断した。
戦後，昭和22年（1947年）より事業を再開し，昭和
30年（1955年）からは地方公営企業法を全面適用
し，事業の促進を図った。その後，昭和38年（1963
年）からは，国が策定する下水道整備5箇年計画
にあわせて，本市においても5箇年計画を策定し，管
きょの整備や処理能力の増強に努めてきた。
これにより，昭和48年（1973年）3月には伏見処理
場を，昭和56年（1981年）1月には石田処理場を稼
動させた。一方，管きょ整備では，市内中心部から周
辺地域へ推し進めるとともに，昭和48年（1973年）
からは桂川右岸流域下水道関連，昭和61年（1986
年）からは木津川流域下水道関連の公共下水道

事業にも着手して，整備面積の一層の伸展を図り，
平安建都1200年に当たる平成6年（1994年）には，
市街化区域の整備が概ね完了した。
21世紀に入り，まちづくりの基本的な方向を示

す，25年間の長期構想である「京都市基本構想」
が策定された。これを受け，上下水道局でも「マス
タープラン」を策定し，平成20年（2008年）から10
年に取り組むべき課題や目標をまとめた「京の水
ビジョン」では，「安全・安心」，「環境・くらし」，「安定・
維持向上」，「サービス」，「経営」といったキーワー
ドを基本とした5つの「施策目標」を掲げ，事業を計
画的に進め，安全・安心で市民の皆様に信頼され
るサービスの提供に努めてきた。
また，「京の水ビジョン」の5つの施策目標の実現
に向けて，前後各期５箇年の中期経営プラン（事業
推進計画，第5期効率化推進計画,財政基盤強化
計画）を策定し，事業を着実に推進した。
平成30年度以降の次期経営ビジョン及び中期
経営プランでは，厳しい経営環境の見通しにあって
も，市民の皆様の生活を支える重要なライフライン
である水道・下水道を50年後，100年後の未来に
しっかりとつなぎ，安全・安心を守り続けるために，検
討を進めているところである。



吉祥院処理場（現鳥羽水環境保全センター吉
祥院支所）は，京都市最初の下水処理場として，昭
和9年(1934年)に標準活性汚泥法施設（処理能力 
7,800㎥／日）の運転を開始した。昭和14年(1939
年)に鳥羽処理場(処理能力78,000㎥／日)の完成
により一時休止したが，昭和34年(1959年)に運転を
再開した。
昭和42年(1967年)には，A系施設（連続ステップ
活性汚泥法，処理能力85,000㎥／日)が完成し，在
来施設をB系施設とし，合わせて処理能力92,800
㎥／日の処理場となった。処理区には，当時伝統産
業である染色工場が多く存在し，流入下水の負荷
が高く，その基質は難分解性であった。このような
流入下水に対し，標準活性汚泥法では十分な処
理を行えなかった。その対策として様々な実験調
査を行った結果，酸素活性汚泥法が有効であると
認められたため，在来B系施設の一部を酸素活性
汚泥法施設へ改造することとした。昭和52年(1977
年)に計画の1/2（処理能力40,000㎥／日)の酸素
法施設が完成，A系施設と合わせて処理能力
125,000㎥／日となった。
昭和61年（1986年）には合流式下水道の改善及

び浸水対策を目的として，吉祥院幹線の布設に着手
し，平成5年（1993年）に完成した。その処理施設とな
る，高段ポンプ場（唐橋幹線用），低段ポンプ場（吉祥
院幹線用），B系最初沈殿池及び中央監視制御設
備が完成し，平成６年から供用開始した。
平成9年（1997年）には，酸素活性汚泥法施設

の増設分（処理能力40,000㎥／日）及びオゾン処
理施設が完成した。オゾン処理施設は染色排水
由来の難分解性成分の除去を目的とした高度処
理施設備である。
一方，A系施設では処理水質向上のため，高度
処理施設への改築に着手した。施設は平成13年
（2001年）6月に完成し，窒素除去を目的としたス
テップ流入式多段硝化脱窒法施設（処理能力
34,000㎥/日）として同年7月から運転を開始した。
また，当施設は運転方法の切り替えを行うことによ
り，りん除去を目的とした嫌気好気法施設としても運
用可能である。吉祥院支所で発生した汚泥の処
理は，ポンプ圧送により鳥羽水環境保全センターで
行っている。また，平成20年(2008年)には鳥羽水環
境保全センター送りの汚泥管を増設し２条化を
図った。

吉祥院支所全景 西高瀬川祥鳥橋

平成25年（2013年）4月から，流入量の減少に
伴い, B系水処理施設の半分を停止し,吉祥院
処理区を鳥羽処理区に統合を行った。平成29年
（2017年）4月には,朱雀1号幹線を鳥羽第1導水
渠に分水させることにより, B系水処理施設を全
停止し, A系施設のみとなった。

● 名称
鳥羽水環境保全センター吉祥院支所

● 所在地及び敷地面積
所在地：京都市南区吉祥院東浦町１番地
敷地面積 　　　2.9ha

● 処理区域面積
鳥羽処理区　　 8,742ha
旧吉祥院処理区 587ha（鳥羽処理区面積の内数）
朱 雀 幹 線 　　456ha
唐 橋 幹 線 　　31ha

● 施設処理能力
A系施設 　　　34,000㎥／日

● 放流先
西高瀬川



（粗目細目兼用）（粗目細目兼用）

堰

ピンラック式汚泥かき寄せ機

堰

低圧集砂式



機械撹拌式・散気式

3.7kW×2台／池

（酸素供給量9.52kg−O2／Hr・台）

（酸素供給量20.9kg−O2／Hr・台）

（酸素供給量7.76kg−O2／Hr・台）

無閉塞形

VVVF制御



・ 接触水路





矩形渠

放流きょ周辺洗浄装置
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放流きょ周辺洗浄装置
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オゾン処理タンク

GL＝K.P.+17,700
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当該槽
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オゾン処理タンク


